
報 告 第 ８ 号  

 

損害賠償の額を定める専決処分報告の件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとお

り専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告する。 

 

令和５年９月６日提出 

 

摂津市長 森 山 一 正 

 

専 決 第 ６ 号 

 

損害賠償の額を定める専決処分の件 

 

次のとおり損害賠償の額を定める。 

 

令和５年８月２８日専決 

 

摂津市長 森 山 一 正 

 

    

１ 事 故 名  ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）

被害者支援措置対象者の住所地漏えい 

 

２ 事 故 発 生 状 況  令和５年５月２４日（水）午前１１時１５分頃、手続の

ため来庁したＤＶ加害者に対し、ＤＶ被害者支援措置対

象者の住所が印字された書類を提示したことにより、Ｄ

Ｖ加害者に現住所が知られることとなった。 

 

３ 損害賠償の相手方  ＤＶ被害者支援措置の対象となっている府内在住の者 

 

４ 損 害 賠 償 の 額  ８１１，６９０円 

 

５ 過 失 割 合  本市 １００％  相手方 ０％ 


